
区分 法令 明示すべき事項 明示すべき事項の説明
令第10条
特例３号

令第10条
特例４号

３階建住宅

方位 方位を明示する。 □ □ □

道路 道路・道・通路等の位置を明示する。 □ □ □

目標となる地物
地名、市役所等の公共施設、学校、大規模な店舗等目印となる地物を明
示する。

□ □ □

敷地の位置 敷地の位置を明示する。 □ □ □

隣地にある建築物の位置 隣地にある建築物の位置を明示する。（配置図に明示してもよい） □ □ □

隣地にある建築物の用途 隣地にある建築物の用途を明示する。（配置図に明示してもよい） □ □ □

縮尺 縮尺を明示する。 □ □ □

方位
北側斜線の検討等、必要により方位（真北）を明示する。（規則１条の
３第６項による他の図書に明示したときでも、配置図には明示するこ
と）

□ □ □

敷地境界線
敷地境界線を明示し、「敷地境界線（隣地境界線、道路境界線等も
可）」と明示する。

□ □ □

敷地内における建築物の位置 寸法線及び寸法を明示し、敷地内における建築物の位置を明示する。 □ □ □

申請に係る建築物と他の建築物との別
申請建築物には「申請建築物」と、他の建築物には「既存建築物」等と
明示する。

□ □ □

建築物の敷地が区域、地域又は地区の
内外にわたる場合の境界線

敷地が区域、地域又は地区（用途地域、防火地域等）の内外にわたる場
合の境界線を記入。（地域界証明の添付を求める場合がある。）

□ □ □

擁壁の設置 擁壁の位置を明示する。 □ □ □

その他安全上適当な措置
安息角内に設置する基礎の範囲を明示する等、安全上適当な措置を行っ
たものを明示する。

□ □ □

土地の高低 土地の高低を明示する。 □ □ □

下水管、下水溝又はためますその他こ
れらに類する施設の位置及び排出経路
又は処理経路

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出
経路又は処理経路を明示する。

□ □ □

法19条
法42条

敷地と敷地の接する道の境界部分との
高低差

敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差を明示する。 □ □ □

法28条
法42条
法52条

敷地の接する道路の位置・幅員・種類
敷地の接する道路（法43条1項ただし書許可を含む）の位置・幅員・種
類（条文）を明示する。
（例：大阪府道　法42条1項1号、私道　法43条1項ただし書）

□ □ □

法28条 令20条2項1号に規定する水平距離
採光補正係数の算出に必要な水平距離（開口部の直上にある各部分から
その部分の面する隣地境界線等まで）を明示する。

 　 □

令128条の規定による屋外への出口から道等に通じる幅員1.5ｍ以上の
通路を明示する。

 □ □

令126条の6第1項第2号に規定する道又は道に通ずる幅員4ｍ以上の通
路の位置を明示する。

□

法31条 浄化槽の位置及び放流先の位置 浄化槽の位置及び放流先の位置を明示する。 □ □ □

令第129
条の2の5

配管設備の種別及び配置 配管の種別及び位置を明示する。 □

法36条 くみ取便所の便槽及び井戸の位置 くみ取便所の便槽及び井戸の位置を明示する。 □

敷地の道路に接する部分及びその長さ 敷地の道路に接する部分を明示し、その長さを明示する。 □ □ □

法43条1項ただし書の許可の内容に適
合することの確認に必要な図書

法43条1項ただし書の「許可通知書」の写しを添付する。（許可申請時
の図書の写しの添付を求める場合がある）

□ □ □

都市計画において定められた外壁の後
退距離の限度の線

都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線を明示する。 □ □ □

申請に係る建築物の外壁又はこれに代
わる柱の面の位置

申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置を明示する。 □ □ □

令第135条の20に掲げる建築物又はそ
の部分の用途・高さ・床面積

都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にあ
る建築物又は建築物の部分の用途・高さ・床面積を明示する。

□ □ □

申請に係る建築物又はその部分の外壁
又はこれに代わる柱の中心線及びその
長さ

申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及び
その長さを明示する。

□ □ □

地盤面からの申請に係る建築物の各部
分の高さ（法55条でも必要）

地盤面からの申請に係る建物の各部分（周囲の軒先、けらばの先端（
高部）、建築物の 高の高さの部分等）の高さを明示する。

□ □ □

前面道路の路面の中心からの申請に係
る建築物の各部分の高さ

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分（周囲の軒先、
けらばの先端（ 高部）、建築物の 高の高さの部分等）の高さを明示
する。

□ □ □

地盤面の異なる区域の境界線（法55条
でも必要）

申請敷地内に２以上の地盤面の異なる区域がある場合、その境界線を明
示する。

□ □ □

令130条の12に掲げる建築物の部分の
用途・位置・高さ・構造及び床面積

道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例をうける建築物の部
分の用途・位置・高さ・構造及び床面積を明示する。

□ □ □

法56条2項に規定する後退距離
前面道路の境界線から後退した建築物までの水平距離のうち 小の距離
を明示する。

□ □ □

前面道路の反対側又は隣地にある公
園、広場、水面その他これらに類する
ものの位置

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類す
るものの位置を明示する。

□ □ □

建築物の各部分から前面道路の反対側
の境界線又は隣地境界線までの真北方
向の水平距離

建築物の各部分（北側の も不利な部分）から前面道路の反対側の境界
線又は隣地境界線までの真北方向の 短の水平距離を明示する。

□ □ □

高度利用地区に関する都市計画におい
て定められた壁面の位置の制限の位置

高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の
位置を明示する。

□ □ □

申請に係る建築物の壁又はこれに代わ
る柱の位置

申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置を明示する。 □ □ □
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　　　　建築確認申請チェックシート  （添付図書と明示すべき事項の説明）



区分 法令 明示すべき事項 明示すべき事項の説明
令第10条
特例３号

令第10条
特例４号

３階建住宅

縮尺 縮尺を明示する。 □ □ □

方位 方位を明示する。 □ □ □

間取 間取を明示する。 □ □ □

壁の位置 壁の位置を明示する。 □ □ □

開口部の位置 開口部の位置を明示する。 □ □ □

法23条
延焼のおそれのある外壁の位置及び構
造

延焼のおそれのある外壁のうち、耐力壁・非耐力壁の位置を明示する。
（構造の異なるものは、それぞれの構造ごと）

 □ □

第1項に規定する開口部の位置 採光に有効な開口部の位置を明示する。 □

第1項に規定する開口部の面積 採光に有効な開口部の面積及び面積算定に必要な寸法を明示する。 □

各室の用途 室名を明示し、用途を明らかにする。 □ □ □

各室の床面積 シックハウス等法的審査が必要となる室全ての床面積を明示する。 □ □ □

令116条の2第1項に規定する窓その他
の開口部の面積

令116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積を明示する。 □ □

令116条の2第1項第2号に規定する窓
その他の開口部の開放できる部分の面
積

令116条の2第1項第2号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分
の面積を明示する。

□ □

歩行距離 令120条、令125条1項による歩行距離を明示する。 □ □

廊下の幅
3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡超（地階は
100㎡超）の階がある場合は廊下の幅員を明示する。

□

令125条の2第1項に規定する施錠装置
の構造

令125条の2第1項に規定する施錠装置の構造を明示する。 □

令126条第1項に規定する手すりの位置
及び高さ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、吹抜け、屋上等、安全上必要な高さが1.1ｍ以上の手摺壁等を
明示する。

□

令126条の6第2号に規定する窓その他
の開口部の位置及び構造

代替進入口の位置、間隔、寸法及び構造を明示する □

法35条の
２

令128条の３の２第１項に規定する窓
その他の開口部の開放できる部分の面
積

床面積が50㎡を超える居室で窓その他開口部の開放できる部分（天井
又は天井から下方80cm以内の距離にあるもの）の面積を明示する。

□ □

法35条の
３

令111条１項に規定する窓その他の開
口部の面積

令111条１項に規定する窓その他の開口部の面積を明示する。 □

主要構造部が準耐火構造で地階又は３階に居室のある場合、　延べ床面
積200㎡超で、たて穴区画が必要となるので、区画位置を明示する。

□ □

長屋の場合、令114条に規定する界壁の位置を明示する。 □

階段の位置及び構造
階段の位置及び階段幅、蹴上、踏面寸法を明示する。
（回り階段の部分における踏面の寸法は踏面の狭い方の端から30cmの
位置の寸法を明示する）

□

踊り場の位置及び構造 踊り場の位置及び踊り場幅の寸法を明示する。 □

手すり等の位置及び構造 手すりの位置、出幅及び構造を明示する。 □

法61条
法62条
法64条

防火設備の位置 防火設備の位置を明示する。 □ □

居室に設ける換気のための窓その他の
開口部の位置及び面積

居室に必要な開口部の位置と面積が確認できるよう明示する。 □

給気機又は給気口の位置
居室の換気及び火気使用室の換気設備としての給気口と排気口の位置を
明示する。令20条の3に定める開口部の面積や仕様についても明示す
る。

□1) □

かまど、こんろその他設備器具の位
置、種別及び発熱量

火気使用室の有効換気量算出根拠となる機器の位置、種別及び発熱量を
明示する。 □1) □

火を使用する室に関する換気経路 火を使用する室に関する換気経路を明示する。 □1) □

法28条の
2

給気機又は給気口及び排気機又は排気
口の位置

給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置を明示する。 □ □ □

法32条 電気設備の配線の位置
防火区画、昇降機があれば、平面図に電気設備の配線の位置を明示す
る。

□

法３４条
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位
置

昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置及び位置を明示する。令１０条
の特例を適用していなければ、令129条の2の5第1項第三号の規定につ
いて確認する。

□ □ □

排煙の方法及び火災が発生した場合に
避難上支障のある高さまで煙又はガス
の降下が生じない建築物の部分

告示1436号を適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たして
いることを明示する。

□ □

照明器具の配置 平面図に非常用の照明装置の位置を示す。 □

避難階又は避難階の直上階若しくは直
下階の居室で避難上支障がないものそ
の他これらに類するもの

告示1411号をを適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たし
ていることを明示する。なお、当該告示で言う避難階段は「令第123条
第2項に規定する屋外に設ける避難階段」に限られるので注意するこ
と。

□

非常用の照明装置によって、床面にお
いて1ルクス以上の照度を確保すること
ができる範囲

非常用の照明装置によって、床面において1ルクス（蛍光灯の場合は2
ルクス）以上の照度を確保することができる範囲を図示する。照度の確
保範囲の凡例も忘れずに明示する。なお、原則直接照明なので、壁等で
陰になる部分が無いように注意すること。

□

予備電源の位置 予備電源について明示する。電池内蔵式である場合はその旨明示する。 □

煙突の位置及び構造 煙突の位置及び令115条で定める構造を明示する。 □ □

煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある
部分の構造

煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分について、国土交通大臣が定
めた構造若しくは認定を受けたものであることを明示する。

□ □

防火区画の位置
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風道の配置 風道の配置を明示する。 □

給水管、配電管その他の管が令112条
15項に規定する準耐火構造の防火区画
を貫通する位置

防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の位置を明示する。 □ □

令112条16項に規定する準耐火構造の
防火区画を貫通する風道に設ける防火
設備の位置及び種別

令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設け
る防火設備の位置及び種別を明示する。

□ □

防火区画の位置
風道の配置、令112条15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通す
る位置及び令112条16項に規定する防火設備の位置を明示した平面図
に区画の位置を明示する。

□ □

令28条
便所に設ける採光及び換気のため直接
外気に接する窓の位置又は当該窓に代
わる設備の位置及び構造

便所に開放可能な窓若しくは換気設備があることを明示する。 □ □

配管設備の種別及び配置 各階平面図に配管設備の種別及び配置を明示する。 □

給水管、配電管その他の管が防火区画
等を貫通する部分の位置及び構造

配管設備の種別及び配置を示した各階平面図に給水管、配電管その他の
管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造を明示する。

□ □

防火区画の位置
配管設備の種別及び配置を示した各階平面図に防火区画位置を明示す
る。

□ □

給気口又は給気機の位置 給気口又は給気機の位置を明示する。 □ □

排気口若しくは排気機又は排気筒の位
置

排気口若しくは排気機又は排気筒の位置を明示する。 □ □

延焼のおそれのある部分の外壁の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置を明示する □ □

開口部及び防火設備の位置 防火設備の位置を明示する。 □ □

換気経路 換気経路を明示する。 □ □ □

建具の通気性の有無 換気経路にかかる建具の通気性を明示する。 □ □ □

スイッチ位置 給排気機のスイッチ位置を明示する。 □ □ □

スイッチに24時間換気の旨表示 給排気機のスイッチに24時間換気の旨表示と明示する。 □ □ □

住宅用防災機器の位置・種類 住宅用防災機器の位置・種類を明示する。 □ □ □

区分 法令 明示すべき事項 明示すべき事項の説明
令第10条
特例３号

令第10条
特例４号

３階建住宅

縮尺 縮尺を明示する □ □ □

開口部の位置 開口部の位置を明示する □ □ □

法23条
法62条

延焼のおそれのある外壁及び軒裏の構
造

延焼線を明示し、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示
する

□ □

法28条 令20条2項1号に規定する垂直距離 開口部の直上にある各部分から開口部中心までの垂直距離を明示する □

法35条
令126条の6第2号に規定する窓その他
の開口部の位置及び構造

代替進入口の位置、間隔、寸法及び構造を明示する □

設備 令115条 煙突の位置及び高さ
令115条、告示1112等で定める煙突の寸法を立面図で明示する。必要
事項が確認できれば１面でも良い。

□ □

区分 法令 明示すべき事項 明示すべき事項の説明
令第10条
特例３号

令第10条
特例４号

３階建住宅

縮尺 縮尺を明示する □ □ □

地盤面 建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を明示する □ □ □

各階の床及び各室の天井の高さ
各階の床及び各室の天井の高さ（高さが同じ室が並ぶ場合は代表で一室
の高さ）を明示する

□ □ □

軒及び庇の出 軒及び庇の出の寸法を明示する □ □ □

階段の構造
階段の構造を明示する。（平面図に明示することで省略可）
直通階段の場合は避難階又は地上まで容易に到達できる構造を明示す
る。

□

踊り場の構造 踊り場の構造を明示する。（平面図に明示することで省略可） □

手すり等の構造 手すりの構造を明示する。（平面図に明示することで省略可） □

下階の居室の床が木造である場合に
おける床の高さ及び防湿方法

下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法を明
示する。ただし書きの場合は、べた基礎等を明示する。

□

換気孔の位置及び
ねずみの侵入を防ぐための設備の状況

ただし書きでない場合、換気孔の位置及びねずみの侵入を防ぐための設
備を明示すること。

□

法28条 令20条2項1号に規定する垂直距離 開口部の直上にある各部分から開口部中心までの垂直距離を明示する □

給気機又は給気口の位置
自然換気設備の給気口の高さを確認するために、断面図を明示する。必
要事項が確認できれば１面でも良い。 □1) □

排気機若しくは排気口、排気筒又は煙
突の位置

煙突又は排気フードを有する排気筒を設けていない換気設備の排気口の
高さや、開口面積の算出根拠となる煙突の寸法等を断面図で明示する。
必要事項が確認できれば１面でも良い。

□1) □

給水管、配電管その他の管と令112条
15項に規定する準耐火構造の防火区画
とのすき間を埋める材料の種別

給水管、配電管その他の管のすき間モルタル埋め等を確認するために、
防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示する。
必要事項が確認できれば１面でも良い。

□ □

令112条16項に規定する準耐火構造の
防火区画を貫通する風道に設ける防火
設備の位置及び種別

令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設け
る防火設備の位置及び種別を明示する。必要事項が確認できれば１面で
も良い。

□ □

煙突の位置及び構造
令115条で定める煙突の寸法を断面図で明示する。必要事項が確認でき
れば１面でも良い。

□ □

図面名

設備

２
面
以
上
の
断
面
図

共通

法35条
令23条
令24条
令25条

令22条

消防法9条の2

設備

共通

（府条例細
則第6条)

令112条
第15項及
び第16項

令129条
の2の5

令129条
の2の6

法64条

意匠

意匠

令115条

法28条

令112条
15項及び

16項

図面名

２
面
以
上
の
立
面
図



煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある
部分の構造

煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分について、国土交通大臣が定
めた構造若しくは認定を受けたものであることを明示する。必要事項が
確認できれば１面でも良い。

□ □

令129条
の2の5

給水管、配電管その他の管が防火区画
等を貫通する部分の構造

令129条の2の5の1項七号イからハに適合していることを断面図により
明示する。必要事項が確認できれば１面でも良い。

□ □

敷地の接する道路の位置 敷地の接する道路（法43条第1項ただし書の道を含む）の位置を明示する。 □ □ □

敷地の接する道路の幅員 敷地の接する道路（法43条第1項ただし書の道を含む）の幅員を明示する。 □ □ □

敷地の接する道路の種類
敷地の接する道路の種類（条文）を明示する。
（例：大阪府道　法42条1項1号、私道　法43条1項ただし書）

□ □ □

前面道路の路面の中心

前面道路の中心線

地盤面からの申請に係る建築物の各部
分の高さ

地盤面からの申請に係る建物の各部分（周囲の軒先、けらばの先端（
高部）、建築物の 高の高さの部分等）の高さを明示する。

□ □ □

前面道路の路面の中心からの申請に係
る建築物の各部分の高さ

前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分（周囲の軒先、
けらばの先端（ 高部）、建築物の 高の高さの部分等）の高さを明示
する。

□ □ □

法第56条第1項から第6項までに掲げる
規定による建築物の各部分の高さの限
度

道路斜線、隣地斜線、北側斜線を明示する。後退距離の算定の特例の場
合、及び２以上の道路に接している場合、公園、広場、川、若しくは海
その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する
道路若しくは隣地との高低差が著しい場合の緩和に関する措置について
も明示する。

□ □ □

令第130条の12に掲げる建築物の部分
の位置・高さ・構造

道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例をうける建築物の部
分の位置・高さ・構造を明示する。

□ □ □

法第56条第2項に規定する後退距離
前面道路の境界線から後退した建築物までの水平距離のうち 小の距離
を明示する。

□ □ □

建築物の各部分から前面道路の反対側
の境界線又は隣地境界線までの真北方
向の水平距離

建築物の各部分（北側の も不利な部分）から前面道路の反対側の境界
線又は隣地境界線までの真北方向の 短の水平距離を明示する。

□ □ □

高度地区の境界線
高度地区内外又は高度地区内で違う地区にまたがる場合、その境界線を
明示する。

□ □ □

土地の高低
土地の高低差がある場合、明示する。また、高低差がない場合もその旨
を明示する。

□ □ □

設備 令34条
令34条ただし書きの適用に係る井戸の
構造

令34条ただし書きの適用に係る井戸の構造を井戸の断面図に明示する。 □

配管設備の種類、配置及び構造 配管設備の種類、配置及び構造を明示する。 □

配管設備の末端の連結先 配管設備の末端の連結先を明示する。 □

給水管、配電管その他の管が防火区画
等を貫通する部分の位置

給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
を明示する。

□ □

防火区画の位置
配管設備の種類、配置、構造及び防火区画等を貫通する部分の位置を明
示した系統図に防火区画の位置を明示する。

□ □

給水管の止水弁の位置 給水管の止水弁の位置を明示する。 □

排水トラップ、阻集器及び通気管の位
置

排水トラップ、阻集器及び通気管の位置を明示する。 □

区分 法令 明示すべき事項 明示すべき事項の説明
令第10条
特例３号

令第10条
特例４号

３階建住宅

居室の床面積 居室の床面積を明示する。 □

開口部の採光に有効な部分の面積 開口部の採光に有効な部分の面積を明示する。 □

開口部の採光に有効な部分の面積の算
定方法

令20条の算定方法による開口部の採光に有効な部分の面積の算出方法
を明示する。

□

法23条 主要構造部の材料の種別 材料名及び当該材料の告示番号または大臣認定番号を記入する。 □ □

法28条の
2

内装の仕上げに用いる建築材料の種
類・面積

使用建築材料表に居室毎の名称、用途、床面積、天井高さ、換気回数、
建築材料の種別、ホルムアルデヒト放散量等級区分（例：
F☆☆☆☆）、当該材料の面積を明示する。クロルピリホスの添加又は
クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料の使用の有無を明示す
る。

□ □ □

（府条例細
則第6条)

天井裏等の措置
居室と当該居室に係る天井裏等を区画する連続した気密層及び通気止め
の有無、下地材及び断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料
の種別、を明示する。

□ □ □

法35条の
２

室内仕上表 令129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さを明示する。 □ □

便器及び小便器から便槽までの汚水管
に用いる材料の種別

便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別を明示する。 □

耐水材料で造り、防水モルタル塗その
他これに類する有効な防水の措置を講
じる便槽の部分

耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置
を講じる便槽の部分の材料を明示する。

□

令34条
令34条ただし書きの適用に係る井戸の
不浸透質で造られている部分

令34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分を
井戸の使用材料表に明示する。

□

設備
令129条
の2の5

配管設備に用いる材料の種別 配管設備に用いる材料の種別を明示のこと □

設備
令129条
の2の5

風道に用いる材料の種別 風道に用いる材料の種別を明示する。 □

井
戸
の
断

面
図

法28条

前面道路の路面の中心線を明示する。 □ □□

設備

令29条

意匠

意匠

令129条
の2の5

集団

設備

令115条

法56条

法58条
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法２８条
火を使用する設備又は器具の近くの排
気フードの材料の種別

令20条の3に定める火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材
料の種別を明示する。なお、告示1826に定めるフードの構造について
も明示すること。

□1) □

法28条の
2

令20条の7第1項第二号の表及び令20
条の8、2項に規定するホルムアルデヒ
ドの発散による衛生上の支障がないよ
うにするために必要な換気を確保する
ことができる居室の構造方法

告示273号を適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たしてい
ることを明示する。

□ □ □

法３４条
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構
造

昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造（各寸法、用途、昇降行程、
ピット深さ、頂部隙間等）について明示する。
なお、テーブルタイプの小荷物専用昇降機若しくは法第6条１項の4号
に該当する建築物に設ける昇降機の申請は建築物の確認申請と同時に行
うこと。

□ □ □

令112条
14項

防火設備の構造、材料の種別及び寸法
告示2653、告示2654に適合しているかを確認するために、防火設備
の構造、材料の種別及び寸法を明示する。例えば、ダンパーの材質や厚
みを明示する。

□ □

令112条
16項

防火設備の構造、材料の種別及び寸法
告示1376、告示2565に適合しているかを確認するために、防火設備
の構造、材料の種別及び寸法を明示する。

□ □

屎尿に接するくみ取便所の部分 告示1386に係る屎尿に接するくみ取便所の部分について明示する。 □

便槽の構造 便槽の構造を明示する。 □

便器及び小便器から便槽までの汚水管
の構造

便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造を明示する。 □

便槽の種類及び構造 便槽の種類及び構造を明示する。 □

くみ取便所に講じる防水モルタル塗そ
の他これに類する防水の措置

告示1386に係るくみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類す
る防水の措置を明示する。

□

くみ取便所のくみ取口の位置及び構造 くみ取便所のくみ取口の位置及び構造を明示する。 □

水槽、流しその他水を入れ、又は受け
る設備に給水する飲料水の配管設備の
水栓の開口部の構造

水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設
備の水栓の開口部の構造について明示する。

□

排水のための配管設備の容量及びその
算定方法並びに傾斜

排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜について明示
する。

□

配管設備に講じた排水トラップ、通気
管等の設置等の措置

配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置について明示
する。

□

排水トラップ及び阻集器の位置及び構
造

排水トラップ及び阻集器の位置及び構造を明示する。 □

令129条
の2の6

給気機の外気取り入れ口、給気口及び
排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨
水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生
上有害なものを防ぐための設備の構造

給排気口に設けるベンドキャップ、屋外フード、防虫網フィルター等の
詳細図及び設置位置を明示する。

□

法６４条 防火設備の構造、材料の種別及び寸法
ダンパーの材質や厚み等、防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示
する。

□ □

給気口の有効開口面積又は給気筒の有
効断面積及びその算出方法

告示1826に定める給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及び
その算出方法について明示する。 □1) □

排気口の有効開口面積又は排気筒の有
効断面積及びその算出方法

告示1826に定める排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及び
その算出方法について明示する。 □1) □

煙突の有効断面積及びその算出方法
告示1826に定める煙突の有効断面積及びその算出方法について明示す
る。 □1) □

給気口の中心から排気筒の頂部の外気
に開放された部分の中心までの高さ

告示1826に定める給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された
部分の中心までの高さについて明示する。 □1) □

有効換気量又は有効換気換算量及びそ
の算出方法

有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法を明示する。 □ □ □

換気回数及び必要有効換気量 換気回数及び必要有効換気量を算定した計算書を添付して明示する。 □ □ □

給気機又は排気機の給気又は排気能力
及びその算出方法

給排気機の能力の算出方法をＰＱ曲線や圧力損失等で明示する。 □ □ □

換気経路の全圧力損失（直管部損失、
局部損失、諸機器その他における圧力
損失の合計をいう。）及びその算出方
法

ダクトや屋外端末等の圧力損失及び算出方法を明示する。 □ □ □

令115条
ボイラーの煙突の煙道接続口の中心か
ら頂部までの高さ

ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さを算定し
た際の計算を明示する。

□ □

設備

法２８条

法28条の
2
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令29条

令129条
の2の5



法２８条 換気設備の有効換気量 法28条に係る換気設備の有効換気量を明示する。 □1) □

ボイラーの燃料消費量
告示1826、告示1112等の算出根拠となるボイラーの燃料消費量を明
示する。

□ □

ボイラー内部の通風抵抗 告示1112等の算出根拠となるボイラー内部の通風抵抗を明示する。 □ □

ボイラーの送風機の通風力 告示1112等の算出根拠となるボイラーの送風機の通風力を明示する。 □ □

設備
令129条
の2の5

□ □

浄化槽の汚物処理性能 浄化槽の汚物処理性能を明示する。 □ □ □

浄化槽の処理対象人員及びその算出方
法

浄化槽の処理対象人員及びその算出方法を明示する。 □ □ □

浄化槽の処理方式 浄化槽の処理方式を明示する。 □ □ □

浄化槽の各槽の有効容量 浄化槽の各槽の有効容量を明示する。 □ □ □

設備 浄化槽の各槽の有効容量 浄化槽の各槽の有効容量を明示する。 □ □ □

□ □ □

□ □ □

法22条
法63条

屋根の断面の構造・種別・寸法

屋根がH12告示1365第1（不燃性の物品を保管する倉庫その他これら
に類するもの場合は第2）に適合する、構造、種別、寸法を明示する。
ただし、大臣認定部材の場合は、認定書の別添図書を添付することで足
りる。

□ □

法23条
延焼のおそれのある部分の外壁の断面
の構造・種別・寸法

H12告示1362に適合する、構造、種別、寸法を明示する。ただし、大
臣認定部材の場合は、認定書の別添図書を添付することで足りる。

□ □

法35条の
３

耐火構造等の構造詳細図
令111条で定める窓その他の開口部を有しない居室を区画する主要構造
部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示する。

□

令112条１項から13項までの規定が適用される建築物の主要構造部及
び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示する。

□ □

長屋の場合、令114条に規定する界壁の断面の構造、材料の種別及び寸
法を明示する。

□

法61条
法62条

耐火構造等の構造詳細図

防火地域内：主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び種類を明
示する。
準防火地域内：主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井の断面並びに
防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。

□ □

法64条 防火設備等の構造詳細図
防火地域又は準防火地域内の建築物で延焼の恐れのある部分の防火設備
の構造、材料の種別及び寸法を明示する。

□ □

法84条の
２

耐火構造等の構造詳細図
令136条の9に規定する建築物の柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造
及び種別を明示する。

□ □ □

法52条
法53条

法53条の
2

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分
の寸法・算式

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法・算式を明示する。 □ □ □

法52条
床面積の求積に必要な建築物の各部分
の寸法・算式

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式を明示する。 □ □ □

法53条
建築面積の求積に必要な建築物の各部
分の寸法・算式

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式を明示する。 □ □ □

建築物が周囲の地面と接する各位置の
高さ

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さを明示する。 □ □ □

地盤面を算定するための算式 地盤面を算定するための算式を明示する。 □ □ □

層間変位の計算に用いる地震力 令８８条により算定した結果を明示する。 □ □

地震力によって各階に生ずる水平方向
の層間変位の算出方法

H19告示594第3により算定した結果を明示する。 □ □

各階及び各方向の層間変形角の算出方
法

令82条の２により算定した結果を明示する。 □ □

柱
の
防
火
被

覆 令70条
令70条に規定する構造方法への適合性
審査に必要な事項

30分耐火仕様等を明示する（H12告示1356） □

イ
準
耐
の
場
合
（

層
間
変

形
角
計
算
書
）

令第129条の2の5第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管の認定書の写しを添
付する。

意匠
令109条
の２の２

意匠 共通
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他

建
築
面
積

求
積
図
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仕
様
書

敷
地
面
積

求
積
図

法３１条

法31条2項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽の認定書の写しを添付する。

令35条1項のに認定を受けたものとする合併処理浄化槽の認定書の写しを添付する。

設備

設備

意匠

浄
化
槽
の
構

造
詳
細
図

浄
化
槽
の
認
定
書

耐
火
構
造
等
の
構
造
詳
細
図

法36条 耐火構造等の構造詳細図

令115条

設備



宅地造成等規制第8条1項の規定に適合
していることを証する書面

「宅地造成に関する工事の許可通知書」の写し及び「宅地造成に関する
検査済証」の写しを添付する。（許可申請時の図書の写しの添付を求め
る場合がある）

□ □ □

都市計画法29条1項の規定に適合して
いることを証する書面

「開発許可書」又は「開発許可等不要証明書」の写しを添付する。「検
査済証」又は「建築承認」の写しの添付でも可。（各申請時の図書等の
写しの添付を求める場合がある）

□ □ □

都市計画法53条1項の規定に適合して
いることを証する書面

「許可書」の写しを添付する。（各申請時の図書の写しの添付を求める
場合がある）

□ □ □

水道法３条で定める給水装置に係る、
給水管及び水栓の位置

水道法３条で定める給水装置に係る給水管及び水栓の位置と種別を明示
する。
逆支機能等、クロスコネクション防止の措置について明示する。

□ □ □

排水設備について、公共下水道のます
その他の排水施設又は他の排水設備に
接続部まで配水管の位置

排水設備について、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設
備の接続部まで配管の種別及び位置を明示する。

□ □ □

高圧法24条の配管の仕様
高圧法24条の配管にかかる規定について明示する。また、区画があれ
ばガス配管の位置を明示する。

□ □ □

ガス配管の位置 区画があれば、ガス配管の位置を明示する。 □ □

ガス配管の位置 区画があれば、ガス配管の位置を明示する。 □ □

1

2

3

4

5
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※設備項目：1)火気使用室のみ対象

本チェックシートは、設計者が確認申請図書作成時において活用して頂くものであり、申請時に提出を義務付けるものではあ
りません。

注意事項 本チェックシートは、建築基準法第６条の３第１項第３号及び第４号の規定により特例をうける場合並びに３階建住宅の一般
的な添付図書とそれに明示すべき事項を説明し図面ごとに整理したものであり、申請に必要な全ての図書や明示すべき事項を
記載したものではありません。　したがって、法29条（地階における住宅等の居室）、法47条（壁面線による建築制限）等
比較的稀な計画と思われる事項についてはチェック項目に掲げておりませんのでご注意ください。

港湾法、消防法等本チェックシートに掲げていない関係法令については各特定行政庁により条例及び事務手続きなどが異なる
ため本シートにはチェック項目を設けておりません。事前に各地方公共団体の条例等をご確認いただき、必要な手続き及び図
書の添付等を行ってください。

法令欄に記載している条例は、大阪府条例における規定を例として記載しており、他の地方公共団体の条例とは異なる場合が
ありますので事前にご確認ください。

申請にあたっては、建築基準法施行規則第１条の３において規定する確認申請書に必要な図書及び書類を不備なく添付するほ
か、明示すべき事項を漏れのないよう記載し、申請してください。

チェック欄は確認申請にさきだち、設計者が計画建築物の種別に応じ申請に必要な図書及び明示すべき事項のチェックを自ら
行ってください。

高圧法24条

ガス事業法40条の4

液石法38条の２

関
係
法
令

宅地造成等規制法8
条1項

都市計画法29条1項

都市計画法53条1項

水道法16条

下水道法10条


